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１．立地適正化計画制度創設の背景

• 我が国のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、
〇高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境
を実現すること

〇財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすること

が大きな課題

• こうした中、
〇医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、
〇高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施
設等にアクセスできるなど、

福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクト・プラ
ス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要

• 平成26（2014）年に都市再生特別措置法が改正され、コンパクトなまち
づくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設。
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２．コンパクト・プラス・ネットワークとは

• 生活サービス機能と居住を集約・誘導し、人口を集積
• まちづくりと連携した公共交通ネットワークの再構築

現状 これからの姿

■「コンパクト・プラス・ネットワーク」イメージ

出典：国土交通省資料
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３．立地適正化計画の概要

■「立地適正化計画」イメージ

出典：国土交通省資料

• 立地適正化計画とは、都市計画法を中心とした従来の土地利用の計
画に加えて、居住機能や都市機能の誘導によりコンパクトシティ形成
に向けた取組を推進しようとするもの
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４．島本町で立地適正化計画をつくる理由 4

• 本町の人口は、令和７（2025）年までは増加、その後は減少
• 老齢人口割合が増加、年少人口や生産年齢人口の割合は減少

■将来人口推計

出典：「第2期島本町まち・ひと・しごと創生総合戦略」
（島本町 令和3（2021）年3月））

■年齢3区分別人口の将来展望（下位推計）

出典：住民基本台帳人口をベースに町独自で推計

• 人口の減少により、税収が減少する一方で、高齢化により社会保障費
が増加

• インフラの老朽化等への対応も困難になると想定

• 長期的な時間軸で将来を見据えたまちづくりを考える必要があり、立
地適正化計画を策定



５．立地適正化計画による効果 5

• 都市のコンパクト化や適性
な公共交通ネットワークの
構築

• 住民の生活利便性の維
持・向上

• サービス産業の生産性向
上による地域経済の活性
化

• 行政サービスの効率化に
よる行政コストの削減 等

■都市機能の持続的な維持に必要な周辺人口

出典：都市再構築戦略検討委員会専門家プレゼンテーションより国土交
通省作成

■市町村の人口密度と行政コスト

出典：国土審議会 第３回長期展望委員会資料



６．今までの計画との違い 6

■居住誘導区域

出典：改正都市再生特別措置法等について（国土交通省）

■都市機能誘導区域

出典：改正都市再生特別措置法等について（国土交通省）

• 都市機能や人口
の維持・確保が
課題

＜これまでの都市計画＞
• 土地利用のコントロール
• 都市施設整備等が中心

＜立地適正化計画＞
• 居住機能や都市機能の誘
導という従来とは異なる視
点が入った計画



７．立地適正化計画で定める内容

①立地適正化計画の対象範囲
②立地適正化計画に関する基本的な方針
③都市機能誘導区域

➢ 都市機能（福祉・医療・商業等）を拠点に誘導・集約し、サービスの
効率的な提供を図る区域

④誘導施設
➢ 都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき施設

⑤居住誘導区域
➢ 人口密度を維持し、生活サービスやコミュニティが持続的に確保さ
れるよう居住を誘導すべき区域

⑥防災指針
➢ 居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関す
る機能の確保を図るための指針

⑦誘導施策
➢ 都市機能や居住の誘導を図るために必要な施策

⑧目標値の設定・評価方法
➢ 施策等の達成状況と効果を評価・分析するための目標値
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８．立地適正化計画策定の全国動向

• 全国で675都市（39％）が具体的な取組を行っており、504都市（29％）
が計画を作成・公表している（令和5（2023）年3月31日現在）

• 大阪府内では、以下の22都市（47％）が作成・公表を行っている（令和
5（2023）年3月31日現在）

豊中市 守口市 河内長野市 東大阪市

池田市 枚方市 大東市 阪南市

吹田市 茨木市 和泉市 忠岡町

泉大津市 八尾市 箕面市 熊取町

高槻市 富田林市 門真市 -

貝塚市 寝屋川市 高石市 -

■「立地適正化計画」作成・公表都市（大阪府 令和5（2023）年3月31日現在）
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９．島本町立地適正化計画の位置づけ

島本町都市計画マスタープラン

第五次島本町総合計画
島本町国土強靭化地域計画j

島本町
立地適正化計画

北部大阪
都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針j

島本町関連計画
○第２期まち・ひと・しごと創
生総合戦略

○景観計画
○環境基本計画
○公共施設等総合管理計画
○空家等対策計画
○地域防災計画
○地域福祉計画
○子ども・子育て支援事業計
画 等

都市計画
＜都市計画法＞
• 地域地区
• 都市施設
• 市街地開発事業
• 地区計画 等

＜都市再生特別措置法＞
• 居住誘導区域
• 都市機能誘導区域
• 誘導施設
• 防災指針 等

即する即する

即する即する

調整
整合

■「島本町立地適正化計画」の位置づけ
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１０．島本町立地適正化計画の対象区域と計画期間

対象区域

• 本町の都市計画区域（行政区域全域）

計画期間

• 令和26（2044）年を目標年次として策定
• 概ね5年毎に、施策の実施状況についての調査、分析及び評価を実施
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